
様式７

特に改善が望まれる点とその
理由（※）

【単年度および中長期計画の具体化と進捗管理】通番3,4
　単年度および中長期事業計画の策定において、目標とする項目は明記
されていますが、目標達成までの具体的なプロセスやスケジュール、評
価指標といった要素が明確ではなく、目標の達成度を検証できる工夫が
必要です。理念やビジョンを実現するための道筋をより明確にするた
め、組織の構造改革計画や人員計画、投資計画、新規事業計画、収支計
画など相互にリンクする状況を示すことで、多面的な計画を見える化す
ることができます。

介護サービス第三者評価事業

アドバイス・レポート
　令和８年　２月　２０日

　令和7年10月27日付けで第三者評価の実施をお申込みいただいた「特別養護老人ホーム京都綾部き
きょうの郷」につきましては、第三者評価結果に基づき、下記のとおりアドバイスをいたしますの
で、今後の事業所の運営及びサービスの提供に役立ててください。

記

特に良かった点とその理由
(※）

【理念の共有と実践文化の醸成】通番1,9
　事業所の開設当初から理念の唱和を継続し、現在は名札にも理念を記
載するなど、全職員が常に理念を意識できる環境を整えています。これ
により、職員一人ひとりが「何のために働くのか」という目的意識を共
有でき、「期待される姿」をイメージし、主体的に行動する文化が定着
しています。特に、外国人介護職員を受け入れる際には、職員から自発
的に相手国の文化を学ぶ勉強会が提案されるなど、理念が形骸化せず、
日々の業務に活かしています。

【多職種連携を促進する情報共有システム】通番6,27,28
  独自の情報伝達管理ツールを導入し、リアルタイムでの情報共有を徹
底しています。これにより、内線通話で費やしていた時間を削減し、職
員間の円滑なコミュニケーションを促進しています。また、各委員会や
部署の代表者が参加する「生産性向上委員会」や「運営中枢会議」を定
期的に開催し、ボトムアップで現場の意見を吸い上げ、組織全体の意思
決定につなげる仕組みが確立できています。この透明性の高い情報共有
と意思決定のプロセスが、組織全体の質の向上に大きく貢献していま
す。

【職員の成長を支える体系的な人材育成】通番10
　事業所長自らが現場の声を真摯に傾聴し、職員との対話を重視する姿
勢が組織全体に深く根付いていることが本事業所の最大の特徴です。こ
の風通しの良い活発なコミュニケーションが、先進的なICT導入や
『きょうと福祉人材育成認証』への挑戦、さらに前向きな組織風土を醸
成する強力な原動力となっています。また、外国人介護職員への処遇を
同じにし、『セブンランク研修』といった体系的な人材育成が、単なる
形式的な制度に留まらず、職員一人ひとりの専門職としての誇りやモチ
ベーションに直結している点も評価できます。役職の垣根を超えた対話
を通じて、『利用者の最善の利益』という理念が現場の末端まで共有さ
れており、組織が一つのチームとして機能している点は、地域福祉の拠
点を担う施設として高く評価できます。

【地域に開かれた施設運営】通番14,15
　自治会や地域の教育文化施設である「天文館」と連携し、文化祭や星
空観測会といったイベントを積極的に開催しています。また、広報誌を
地域に回覧するなど、情報発信にも努めており、地域社会との良好な関
係を築いています。災害時には地域の避難所としての役割も担うなど、
地域貢献への意識が非常に高い点も評価できます。



【実習の受け入れと体制の整備】通番11
　介護福祉士実習指導者研修会へ職員を派遣し、実習指導者を確保する
など、専門学校等からの実習生を安定して受け入れる体制を整備してい
ることは高く評価できます。一方、現在の少子高齢化の進展に伴い、生
活課題が複雑化・多様化する現代社会において、多職種や地域と連携
し、制度の狭間にある課題に対応する社会福祉士の役割は極めて重要と
なっており、さらに、社会福祉士養成の体制を整えることは、地域社会
から「選ばれる施設」として信頼度を高めるとともに、地域共生社会の
拠点としての機能をより強固なものにします。これらの取組は運営方針
に掲げられた「利用者一人ひとりの意思及び人格の尊重」という理念を
具現化し、福祉の原点である「利用者の最善の利益」を追求し続けるた
めの確固たる一歩につながるものと期待します。

【利用者の権利擁護とプライバシー等の保護】通番36,37
　相談・苦情内容については、相談苦情報告書に記録し、全ての職員に
周知し、迅速かつ丁寧に対応しています。しかし、利用者のアンケート
で、苦情や相談の担当者を知らないという回答もあります。契約時に説
明はされているものの、いざという時に誰もが安心して相談できる体制
を確保するため、居室や共用スペースへのカード掲示など、より視覚的
で分かりやすい周知方法を検討することが望まれます。

　本事業所は、社会福祉法人 京都眞生福祉会が運営法人であり、医療
法人や複数の介護施設を展開する「セブンドリームグループ」の一員で
す。また、同法人は綾部市だけでなく、亀岡市（たなばたの郷）、京都
市（ひまわりの郷、あさがおの郷）など、府内で10拠点以上の施設を運
営しています。
　本事業所は2012年4月に開所され、現在、定員180名という綾部市内で
も最大級の規模を有し、地域において非常に大きな役割を担う「広域型
の拠点施設」として機能しています。綾部市での単体の法人ではなく、
京都府全域で展開する法人が運営しているため、最新の介護技術やICT
技術の導入、災害時の相互支援体制などが整備されています。
　本事業所の理念として「人と人との『絆』を大切にし、心ある豊かな
暮らしの実現を目指します」を掲げ、質の高いサービス提供と組織的な
経営管理を両立している事業所です。事業所長のリーダーシップのも
と、各職員が主体的に業務改善やサービス向上に取り組む姿勢が随所に
見られ、組織全体として非常に良い循環が生まれています。
　利用者本位の情報提供と権利擁護に努め、入所希望者やその家族に対
し、申し込み段階から丁寧な情報提供を行い、理解度を確認しながら進
める姿勢は高く評価できます。また、多職種の連携による個別ケア計画
の策定と実践に務め、介護職員だけでなく、理学療法士・作業療法士や
管理栄養士といった専門職がそれぞれの視点から関与し多角的アセスメ
ントを実施しています。
　一方では、ICT技術を有効に活用することにより、徹底した情報共有
体制を構築し、さらに、先進的なシステムを導入により、全職員が迅速
かつ確実な情報伝達ができる環境を実現しています。これにより、個々
の利用者の状態変化だけでなく、各種委員会の検討事項や事故事例の分
析結果なども含め、組織全体で情報を共有し、サービスの質を均一に保
つ仕組みが機能しています。緊急時の連絡網としても活用しており、リ
スク管理の観点からも非常に有効に活用できています。
　人材育成や人事評価制度の面では、全職員に対し、多様な研修機会を
提供し、7段階のキャリアパス制度を設け、職員が目標を持ってキャリ
アアップできる環境を整備しています。また、技能実習生を含む外
　

具体的なアドバイス

また、特に、単年度事業計画においては、時間軸を盛り込んで、誰が・
いつまでに・何を行うのかという実行計画を具体化することで、計画の
実現可能性がさらに高まり、個人レベルの目標管理につながります。



※それぞれ内容を３点程度に絞って掲載しています。評価項目毎のコメントを「評価結果対比シー
ト」に記載しています。

　
国人の人材受け入れにおいても、文化学習の実施や翻訳アプリの活用と
いったきめ細やかなサポート体制につながっており、職員の定着とモチ
ベーション向上に大きく貢献しています。
　地域との連携では、地域の消防署と連携した訓練も実施し、さらに、
地域の避難所としての役割を担うほか、地元の神社や教育文化施設の
「天文館」と連携したイベントを開催するなど、地域社会に開かれた施
設としての役割も積極的に果たしています。
　一方、事業計画策定の面では、多面的な計画の具体化などに関して改
善の課題は認められますが、常に課題を認識し、組織全体で改善に取り
組もうとする前向きな姿勢があり、今後のさらなる発展を大いに期待し
ています。利用者はもとより、職員にとっても働きがいのある環境が整
えられており、今後も継続して地域社会において不可欠な福祉施設とし
ての役割を担っていくことを期待します。



（様式６）

事業所番号

事業所名

受診メインサービス
（1種類のみ）

併せて評価を受けたサービス
(複数記入可)

訪問調査実施日

評価機関名

自己評価 第三者評価

理念の周知と実践 1 Ａ Ａ

組織体制 2 Ａ Ａ

事業計画等の策定 3 Ａ Ｂ

業務レベルにおける
課題の把握と目標の
設定

4 Ａ Ｂ

法令遵守の取り組み 5 Ａ Ａ

管理者等によるリー
ダーシップの発揮

6 Ａ Ａ

管理者等による状況
把握

7 Ａ Ａ

組織として介護サービスの質の向上に向けた計画を策定すると
ともに着実に実行している。また計画策定には多角的な視点か
ら課題を把握している。

各業務レベルにおいて課題を把握し、課題解決のための目標が
設定され、各部門全体が組織的に目標の達成に取り組んでい
る。

（評価機関コメント）

3) グループ全体の方針を踏まえ、事業所として単年度計画及び中期（5年）、長期
（10年）の事業計画を具体的な目標項目を掲げて策定していることは評価できる。
しかし、目標達成に向けた具体的なプロセスやスケジュールといった時間軸がやや
見えにくいため、実行計画をより具体化し、実現可能性を高める工夫が必要であ
る。
4) 事業計画に基づき、上期と下期の年2回、定期的に達成状況を検証し、振り返り
を行う仕組みを構築している。しかし、計画の達成度を客観的に検証するための数
値目標や具体的な達成イメージが見えにくいため、評価と改善のPDCAサイクルを回
しにくい状況であり、実効性を高める工夫が必要である。

(3)管理者等の責任とリーダーシップ

遵守すべき法令等を正しく理解するための取組みを行ってい
る。

経営責任者又は運営管理者は、自らの役割と責任を職員に対し
て表明し、サービスの質の向上や経営の改善、業務の実効性を
高めるため事業運営をリードしている。

経営責任者又は運営管理者は、事業の実施状況等を把握し、い
つでも職員に対して具体的な指示を行うことができる。

Ⅰ 介護サービスの基本方針と組織

(1)組織の理念・運営方針

組織の理念及び運営方針を明確化・周知している。また、法人
の経営責任者（運営管理者含む）及び事業所の職員全員が、理
念及び運営方針に沿ったサービスの提供を実践している。

経営責任者（運営管理者含む）は、公正・適切なプロセスで意
思決定を行い、組織としての透明性の確保を図っている。

（評価機関コメント）

1) 法人全体の理念と施設独自の理念の両方を大切にしている点は評価できる。特
に、具体的な行動目標である「セブンアクション」を名札に記載し、日々唱和する
ことで、理念が単なるお題目ではなく、職員一人ひとりの行動レベルにまで浸透し
ている様子がうかがえ、理念経営の実効性を高く評価できる。
2) 多職種が参加する「生産性向上委員会」が、単なる名称変更ではなく、課題に
応じて「業務改善」「ケア連携」と目的を臨機応変に対応している。現場の声を吸
い上げ、多面的視点で課題解決に取り組むこの仕組みは、組織の活性化と継続的な
業務改善に大きく貢献していると評価できる。意思決定のプロセスを組織図で示し
ており、透明性を確保している点も高く評価できる。

(2)計画の策定

クオリボ介護福祉事業評価センター

大項目 中項目 小項目 通番 評価項目
評価結果

評価結果対比シート 2671800221

特別養護老人ホーム
京都綾部ききょうの郷

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2026年1月28日



自己評価 第三者評価

総合的な人事管理 8 Ａ Ａ

質の高い人材の確保 9 Ａ Ａ

計画的な人材育成と
継続的な研修・ＯＪ
Ｔの実施

10 Ａ Ａ

実習の受け入れ
11 Ａ Ａ

労働環境への配慮
（働きやすい職場づ
くり）

12 Ａ Ａ

ストレス管理 13 Ａ Ａ

(2)労働環境の整備

質の高い介護サービスを提供することができるよう、職員の労
働環境に配慮している。

職員の業務上の悩みやストレスを解消するために、具体的な取
組みを行い業務の効率を高めている。また、職員が充分にくつ
ろげ、心身を休めることができる休憩場所を確保し必要な環境
を整備している。

Ⅱ組織の運営管理

(1)人材の確保・育成

人事管理は、理念・運営方針にもとづく「期待する職員像等」
を明確にしたうえで、能力開発（育成）、活用（採用・配
置）、処遇（報酬等）、評価等が総合的に実施される仕組みが
ある。

質の高い介護サービスを提供できる人材の確保のために、必要
な人材や人員体制についての管理・整備を行っている。

採用時研修・フォローアップ研修等を実施し、段階的に必要な
知識や技能を身につけることができる。また業務を通じて日常
的に学ぶことを推進しており、スーパービジョンを行う体制が
ある。

実習の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし、体制を整備
している。

（評価機関コメント）

8)「きょうと福祉人材育成認証制度」の上位認証取得を目前に控えるなど、高い水
準の人材育成体制を構築している。新入職員から事業所長までをカバーする7段階
の階層別研修と認定証の掲示が、職員の確かなモチベーション向上につながってい
る。人事評価においては、事業所長自らの現場ラウンドによる職員とのコミュニ
ケーションを基盤とし、職掌、職位、役職、経験年数等により7段階の階層に応じ
た多段階評価を適正に運用しており、評価結果を人員配置やeラーニングなどによ
る個別の能力開発に戦略的に活用することで、透明性と納得感の高い人事管理を実
現しており、組織の質的向上を支える強固な基盤となっている点は高く評価でき
る。
9) 外国人介護職員の受け入れ前に全職員で対象国の文化を学び、入職後は日本人
職員と同一の基準による公正な処遇やOJT体制、生活面での柔軟なサポートを通じ
て、国籍を問わず全職員が安心して働ける環境を構築している。介護現場ではタブ
レットの翻訳アプリ活用や「短く分かりやすい言葉」でのコミュニケーションの工
夫を共有し、多角的な配慮によって多様な人材の安定した確保と育成につなげてい
る点は先進的である。
10）以前は事業所長が担っていた面談を、現在は部門長やユニットリーダーも実施
する多層的なスーパービジョン体制へと進化させている。プリセプター制度による
新入職員への業務・精神両面のサポートと併せ、組織全体でケアの質と責任を担保
する仕組みを構築している。
11）介護福祉士実習指導者研修会へ職員を派遣し2名の実習指導者を確保するな
ど、専門学校等からの実習生を安定して受け入れる体制を整えている。実習生とい
う『第三者の視点』が入ることで、ケアの慣習化を防ぎ、組織の透明性と専門性を
高める好循環が生まれている。

大項目 中項目 小項目 通番 評価項目
評価結果

（評価機関コメント）

5) 関連規程を整備し、事業所内部ネットワーク上で全職員がいつでも閲覧できる
状態にしている。独自の情報伝達管理ツールを用いて繰り返し周知を図り、定期的
な啓発や年1回の研修を実施しており、法令遵守に対する高い意識と具体的な体制
を整えている。
6) 朝礼や各種委員会、独自の情報伝達管理ツールなど、複数の情報伝達手段を効
果的に活用し、双方向のコミュニケーションを活性化させている。組織図も掲示さ
れており、指揮命令系統が明確で、管理者によるリーダーシップが適切に発揮され
る体制を構築している。
7) 人事部が実施する無記名アンケートによる客観的な意見収集と、事業所長が自
ら現場を巡回する「ラウンド」での職員との直接対話を通じて、現場の課題を多角
的に把握する仕組みが機能している。



地域との連携・情報
発信

14 Ａ Ａ

地域との交流　（入
所系・通所系サービ
スのみ）

15 Ａ Ａ

地域への貢献 16 Ａ Ａ

自己評価 第三者評価

事業所情報等の提供 17 Ａ Ａ

内容・料金の明示と
説明

18 Ａ Ａ

Ⅲ 適切な介護サービスの実施

(1)情報提供

利用者（希望者含む）に対してサービス選択に必要な情報を提
供している。

（評価機関コメント）

17) 利用者への情報提供として、パンフレットを用意している。見学希望には可能
な限り対応している。感染症などで内見が難しいときはタブレットを使用し細かな
写真にてイメージを持てるようにしている。申し込み時には、短期及び長期利用の
料金表と、申し込みから判定会議までの流れを説明した書類を同封して渡してい
る。これにより、利用者はサービス選択に必要な情報を得ることができている。

(2)利用契約

介護サービスの利用に際して必要となる内容や料金について、
利用者に分かりやすく説明し同意を得ている。

（評価機関コメント）

18) 契約時には、内容の読み合わせを実施している。契約書には専門用語が多いた
め、担当者が家族等の理解を確認しながら、適宜分かりやすい言葉で丁寧に説明
し、サービス内容に十分納得した上で同意を得ることを徹底している。また、成年
後見制度の利用についても、行政や権利擁護支援相談員と連携し、適切に対応して
いる。

大項目 中項目 小項目 通番 評価項目
評価結果

(3)地域との交流

事業所の運営理念や事業所情報を地域に発信するとともに、地
域の情報を積極的に収集してサービス提供に活かしている。ま
た、地域の各種団体や機関、介護サービス事業所等と連携して
いる。

ボランティアの受入れ、地域の学校教育への協力を通じて様々
な地域との交流を積極的に行っている。

事業所が有する機能を地域に還元している。
事業所の特性を活かした地域貢献活動を行っている。

（評価機関コメント）

14）地域の回覧板を活用して、広報誌として活動状況を定期的に発信するなど、地
域住民に向けた積極的な情報公開を行っている。地域の文化祭への出店や、施設の
屋上を開放して「天文館」と連携した星空観望会を開催するなど、施設独自の資源
を活かした取組も実施している。地域からの情報発信やニーズを柔軟に受け止めた
双方向の交流を図っている。
15）ボランティアを積極的に受け入れ、利用者と地域住民が触れ合う機会を創出し
ている。こうした外部の人々が日常的に出入りすることは、利用者の社会的な孤立
を防ぐだけでなく、施設の透明性を維持する上でも重要な役割を果たしている。
16）水害が発生しやすい地域特性を考慮し、社会福祉法人として地域防災の要とな
る機能を確立している。全利用者・職員に加え、地域避難者を含めた3日間分の備
蓄を確保し、災害時には指定避難所として稼働する体制を整えている。地域の安全
を支える多角的な社会資源としての役割を適切に果たしている。

（評価機関コメント）

12）ICT活用による記録業務の負担軽減を推進するとともに、職員のワークライフ
バランスを重視した支援体制を構築している。男性職員の育児休業取得推奨や介護
離職防止に向けた柔軟な働き方の提示など、「職員を大切にする姿勢」を明確にし
ている。人員不足などの影響で残業時間は横ばい傾向にあるものの、充実した教育
体制や施設内保育所の活用、各種休業制度の積極的な奨励が、ハローワークなどの
外部機関からも高い評価を得ており、結果として安定した人材採用と定着に結びつ
いている。
13）職員の休憩室はリラックスしやすい環境を整備している。ハラスメント対策に
ついては、就業規則（服務心得）における禁止規定を明文化し、法人独自の『心の
相談窓口』を各部署に掲示し、職員が相談先を視認しやすくしている。また、『介
護現場におけるハラスメント対策マニュアル』を整備し、初期対応から発生後の対
応までを網羅した『対応フローチャート』を職員間で回覧・共有するなど、万が一
の事案発生時にも迅速かつ客観的に解決を図るための実効性ある仕組みを構築して
いる。



アセスメントの実施 19 Ａ Ａ

利用者・家族の希望
尊重

20 Ａ Ａ

専門職種を含めた意
見集約

21 Ａ Ａ

個別援助計画等の見
直し

22 Ａ Ａ

多職種協働 23 Ａ Ａ

サービス移行時の連
携・相談対応

24 Ａ Ａ

業務マニュアルの作
成

25 Ａ Ａ

サービス提供に係る
記録と情報の保護

26 Ａ Ａ

職員間の情報共有 27 Ａ Ａ

利用者の家族等との
情報交換

28 Ａ Ａ

（評価機関コメント）

19）事業所独自のアセスメントシートを使用し個別の課題の抽出などを行ってい
る。施設の介護支援専門員、機能訓練指導員、管理栄養士が個別プランを策定し、
ケアの現場において日々の記録、月ごとのモニタリングを行い、すべての職員間で
情報を共有している。アセスメントのプロセスには、介護職員、看護師、機能訓練
指導員、管理栄養士など、各専門職がそれぞれの知見を持ち寄り、意見交換を行う
体制が整っている。
20）個別援助計画の策定において、利用者本人や家族の意向を必ず確認し、その意
向や希望を計画書に反映している。計画は半年に一度の定期的な見直しのほか、利
用者の状態に大きな変化があった場合は随時見直しを実施している。現場の介護職
員や看護師が日々の関わりの中で利用者のニーズを把握し、その情報を介護支援専
門員に伝えることで、計画に反映させる体制を構築している。
21）個別援助計画の策定は、看護師、機能訓練指導員、管理栄養士、介護職員など
多職種が連携し、それぞれの専門的な視点から策定し、多職種連携が形式化せず、
実質的なものとして機能している。また、サービス担当者会議にて利用者の状態を
総合的に評価し、計画に反映している。
22）個別援助計画は半年ごと、個別機能訓練計画と栄養ケア計画は3ヶ月ごとに見
直しを実施し、利用者の生活や心身の状態の変化に応じて随時計画を見直してい
る。特に、入院からの退院時など利用者の状態に大きな変化があった場合は、病院
からの情報を基に、施設医や看護師、他職種と連携して状態を再評価し、必要に応
じて計画の見直しを行っている。また、食事に関しては状態の変化時や退院時など
利用者の状態変化に即した適切なケアを提供している。

(5)サービスの提供

事業所業務について、標準的な実施方法（業務マニュアル）が
整備され、スタッフに活用されている。標準的な実施方法は自
立支援につながり、事故防止や安全確保を踏まえたものになっ
ている。

利用者の状況及びサービスの提供状況等が適切に記録されてお
り、管理体制が確立している。

利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している。

事業者はサービスの提供にあたって、利用者の家族等との情報
交換を行っている。

(4)関係者との連携

利用者のかかっている医師をはじめ、関係機関との間で、連携
体制又は支援体制が確保されている。

利用者の状況変化等により、他サービスへの移行をする場合
や、介護施設を変更する場合の連携がとれている。

（評価機関コメント）

23) 嘱託医である施設医が週2回往診する体制を整え、入院等の判断が必要な際は
密に連携を取っている。また、近隣の京都協立病院と医療連携協定を締結してお
り、緊急時には、隣接する介護老人保健施設の協力も含め、医療面、介護面での
バックアップ体制を確保している。
24) 利用者の生活状況の変化や家族の希望に応じて、特別養護老人ホームから在宅
介護サービスへ移行した事例があり、その際、地域の介護支援専門員と担当者会議
を開催するなど、外部のサービス事業者と円滑に連携し、利用者本位のサービス移
行を適切に支援している。

(3)個別状況に応じた計画策定

利用者一人ひとりの心身の状況や生活状況を踏まえたうえでア
セスメントを行っている。

個別援助計画等の策定及びサービスの提供内容の決定に際し
て、利用者及びその家族の希望を尊重している。

個別援助計画等の策定に当たり、必要に応じて利用者の主治
医・リハビリ職（OT/PT/ST等)・介護支援専門員・他のサービス
事業所等に意見を照会している。

定期的及び必要に応じて、個別援助計画等の見直しを行ってい
る。



感染症の対策及び予
防

29 Ａ Ａ

事業所内の衛生管理
等

30 Ａ Ａ

事故・緊急時の対応 31 Ａ Ａ

事故の再発防止等 32 Ａ Ａ

災害発生時の対応 33 Ａ Ａ

事業の維持・継続の
取り組み

34 Ａ Ａ

(7)危機管理

事故や緊急時における対応等を定めたマニュアルがあり、年に
１回以上、必要な研修又は訓練が行われている。

発生した事故等に係る報告書や記録を作成し、事故の再発の防
止のために活用している。

災害発生時における対応等を定めたマニュアルがあり、年に１
回以上、必要な研修又は訓練が行われている。

大規模な自然災害、感染症まん延等に備えて、被害の拡大を抑
え事態を迅速に収束させ、事業を維持する体制を整えている。

（評価機関コメント）

31) 緊急時の指揮命令系統が明確であり、緊急連絡網を整備している。複数の情報
伝達手段を確保し、電話連絡網では定期的なテストを行い、緊急時の実効性を確認
している。外部からの侵入者対策及び事故検証を目的として、共有スペースや玄関
などに防犯カメラを設置している。
32) ヒヤリハットや事故の報告をリスクマネジメント委員会で分析し、具体的な再
発防止策につなげ、対策実行後の効果検証を一定期間継続してフォローアップして
いる点は高く評価できる。PDCAサイクルが確実に機能し、効果的な再発防止につな
がっている。
33) 災害時発生時の対応マニュアルを整備し、状況に応じた対応ができる体制を構
築している。地元自治会と協力体制を整え、地域連携に対しても配慮している。台
風接近時などに地域住民の避難場所としての利用実績がある。地元消防署と連携
し、総合訓練を１年に複数回実施している。
34) 自然災害および感染症の双方に対応したBCP（事業継続計画）を策定し、具体
的な備蓄計画や安否確認体制を整え、利用者に対し必要な支援が行える体制を構築
している。非常時に職員が適切な行動ができるよう、定期的な研修を実施してい
る。

(6)衛生管理

感染症の対策及び予防に関するマニュアルの作成等により、職
員全員が感染症に関する知識をもってサービスの提供を行って
いる。

施設（事業所）内における物品等の整理・整頓及び衛生管理を
行い、効率的かつ安全なサービスの提供を行っている。

（評価機関コメント）

29) 過去のクラスター発生という厳しい経験を、具体的なBCP（事業継続計画）の
策定という形で組織の学びと備えに転換されている点は、非常に高く評価できる。
マニュアルが単なる文書ではなく、フローチャートなどを用いて分かりやすく作成
し、それに基づいた訓練を実施している。
30) 施設内の物品倉庫については倉庫管理者を各所に定め、整理整頓に務めてい
る。清掃は外部委託業者が定められた区域を設定して実施し、作業日報を提出して
いる。居室内清掃は職員が１週間に３回実施している。

（評価機関コメント）

25) 業務マニュアルは全部門に配布し、職員それぞれが、パソコンにログインする
ことで、いつでも確認できる体制を整備している。その内容は図解やフローチャー
トを活用し、分かりやすい表現で作成し、少なくとも年1回の見直しを実施してい
る。
26) 記録システムとして介護ソフトを導入し、利用者に関する全ての情報を記録・
管理する中心的な役割を担っている。また、個人情報の取扱いなどの研修もすべて
の職員が受講し、委託業者とも同様の個人情報取扱いの契約を結ぶことで、情報管
理体制を統一している。
27) 職員間の円滑な情報共有のため、複数の手段を組み合わせている。ユニット内
では、各ユニットに設置されたノートを用い、あらゆる情報を速やかに記入するこ
とで、すばやい情報共有を実現している。施設全体の情報共有として、独自の情報
伝達管理ツールを活用し、利用者個別の情報以外の連絡事項を共有している。
28) 利用者やその家族とのコミュニケーションを密に行うため、個別援助計画の変
更や物品の依頼といった実務的な連絡だけでなく、利用者の日々の様子を伝えるた
め、少なくとも月に1回は電話や手紙で連絡を取っている。また、家族とのやり取
りは、その都度すべて記録に残している。



自己評価 第三者評価

人権等の尊重 35 Ａ Ａ

利用者の権利擁護 36 Ａ Ｂ

プライバシー等の保
護

37 Ａ Ａ

利用者の決定方法 38 Ａ Ａ

意見・要望・苦情の
受付

39 Ａ Ａ

意見・要望・苦情等
への対応の仕組みと
サービスの改善

40 Ａ Ａ

第三者への相談機会
の確保

41 Ａ Ａ

Ⅳ利用者保護の観点

(1)利用者保護

利用者本位のサービス提供及び高齢者の尊厳の保持に配慮した
サービス提供を行っている。

虐待防止、身体拘束禁止等の利用者の権利擁護に配慮したサー
ビス提供を行っている。

利用者のプライバシーや羞恥心について、常に問題意識をもっ
てサービスの提供を行っている。

サービス利用者等の決定を公平・公正に行っている。

（評価機関コメント）

35）利用者の尊厳を保持するため、丁寧な言葉遣いや身体拘束廃止への意識を徹底
している。プライバシーへの配慮として居室の扉は原則閉めることを基本としつ
つ、体調管理や利用者・家族等の希望により開放が必要な際は、個別の同意を得た
上で「のれん」を活用して視線を遮るなど、羞恥心と安全面に配慮した個別ケアを
実践している。
36）虐待防止や身体拘束禁止に関する規定・マニュアルを整備し、委員会の開催、
職員研修の実施など、適切に体制を構築しています。一方で、入所契約時の苦情解
決制度に関する周知については、家族アンケートにて14％が窓口担当者を『知らな
い』と回答しており、利用者及び家族の特性や理解力に応じた適切な情報提供の工
夫が求められます。
37）各居室のフルネーム掲示については、同姓利用者の誤認防止という安全上の根
拠をもとに、家庭的な雰囲気づくりと併せて運用している。今後はプライバシー尊
重の観点から、入所時や定期的な意向確認の際、名前の掲示の是非や形式を利用
者・家族が選択できるなどの配慮が望まれる。
38）約100名を超える待機者に対し、京都府の指針に基づいた入所判定会議を実施
し、客観的な点数評価による公平・透明な選定プロセスを確立している。申し込み
以降、半年から1年おきに待機者へ定期的な状況確認を行い、本人やその家族（介
護者）の最新状況を詳細に把握・管理している。この際、単なる事務的な確認に留
まらず、家族の心情に寄り添った聞き取りに努め、状況変化に応じた入所判定点数
の見直しや相談援助を行っている。

(2)意見・要望・苦情への対応

利用者の意向（意見・要望・苦情）を広く拾い上げ、収集する
仕組みが整備され、利用者等に周知されている。

利用者の意向（意見・要望・苦情）に迅速に対応するととも
に、サービスの向上に役立てている。

公的機関等の窓口に相談や苦情を訴えるための方法を、利用者
及びその家族に周知している。

（評価機関コメント）

39）利用者の意向は日々のケアの中で伺えるようにし、その家族には、少なくとも
月に１回の連絡を取って情報の提供と意見を伺っている。意見箱は、その設置場所
を工夫し、人目を気にせず投稿できるように配慮している。寄せられた意見や苦情
については、報告書として記録に残している。そして、その内容に応じて生産性向
上委員会や運営中枢会議で検討し、その結果や対応策を掲示することで周知してい
る。また市の介護相談員が定期的に施設を訪問し、個々の相談に応じており、外部
の相談窓口として機能している。
40）相談・苦情内容は、相談苦情報告書に記録し、全職員に周知に務め、相談・苦
情対応マニュアルに従い、迅速に対応する体制を構築している。利用者の意向を伺
う仕組があり、内容に応じて生産性向上委員会で検討・評価し、可能な限り速やか
に対応している。嗜好調査を定期的に実施しサービスの質の向上に反映できてい
る。
41）公的機関を含む第三者機関の苦情相談窓口については、入所契約時の契約書お
よび重要事項説明書に明記し、必ず口頭で説明を行っている。また、定期的に介護
相談員との相談機会を設け、利用者が外部の立場の相談員に気軽に意見を伝えられ
るように努めている。

大項目 中項目 小項目 通番 評価項目
評価結果



利用者満足度の向上
の取組み

42 Ａ Ａ

質の向上に対する検
討体制

43 Ａ Ａ

評価の実施と課題の
明確化

44 Ａ Ａ

(3)質の向上に係る取組

利用者の満足度を把握し、サービスの質の向上に役立てている

サービスの質の向上に係る検討体制を整備し、運営管理者を含
む各部門の全職種の職員が積極的に参加している。

サービス提供状況の質の向上のため、定期的に評価を実施する
とともに、評価結果に基づいて課題の明確化を図っている

（評価機関コメント）

42）サービスの質の向上を目的として、年に１度利用者満足度調査を1月に実施し
ている。調査項目として職員の接遇、生活環境、食事、入浴、行事など、施設生活
全般に関する内容を確認し、調査結果は生産性向上委員会で集計を行い、4月には
結果や改善策などを掲示し公表している。
43）生産性向上委員会に各部門から代表者が出席して毎月開催し、業務やケアにつ
いて、様々な課題を抽出して検討している。その内容については各部門で共有する
とともに事業所長が参加する運営中枢会議に報告され、必要に応じて方針決定や改
善対応を実施する体制を整えている。
44）年1回以上の自己評価を実施し、独自の利用者満足度調査および身だしなみ
チェックを行っている。身だしなみチェックの結果は職場倫理向上委員会で共有
し、ほかに職員間のコミュニケーションの重要性や、不適切なケアにつながる可能
性のある言動についても定期的に啓発活動を行っている。


